
「介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント」重要事項説明書 

 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供にあたり、事業所の概要や提供されるサ

ービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

  

１．事業の目的及び運営方針 

目的 要支援等の状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅にお

いて自立した日常生活を営むことができるように、適切な介護予防支援及び

介護予防ケアマネジメントを提供することを目的とする。 

方針 ・利用者の心身の状況、環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、その

自立に向けて設定された目標を達成するために適切な介護予防サービス等

が提供されるよう配慮したものとする。 

・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立を

遵守し、地域の保健・医療・福祉機関等及び住民による自発的な活動を含め

た地域における様々な取組等との連携に努める。 

 

２．古賀市第２地域包括支援センターの概要 

 （１）法人及び事業所 

法人名 社会福祉法人 古賀市社会福祉協議会 

法人代表者 横田 昌宏 

法人所在地 
〒811-3116 

福岡県古賀市庄 205 サンコスモ古賀内 

法人連絡先 
電話 ０９２－９４４－２９４１ 

FAX ０９２－９４４－２９４２ 

事業所名 古賀市第 2 地域包括支援センター 

指定事業所の種類（事業所番号） 指定介護予防支援（古賀市指定 4003600022） 

事業所所在地 

〒811-3113 

福岡県古賀市千鳥 3 丁目 3 番 1 号 

（古賀市社会福祉センター「千鳥苑」内） 

連絡先 
電話 ０９２－４１０－７３３１ 

FAX ０９２－４１０－７３７０                 

管理者氏名 満田 恵 

 

 （２）サービスの実施地域及び開所日・開所時間 

サービスの提供実施地域 古賀市 

開所日 月～金 

土・日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）は休業 

開所時間 午前８時３０分～午後５時００分 

（電話による２４時間連絡可能体制） 



（３）職員体制   

職 種 人数 業務内容 

管理者 １人 従業者の管理及び業務の一元的な管理 

保健師その他これに

準ずる者・主任介護支

援専門員・社会福祉士 

各１人以

上 

 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供 

  

介護支援専門員 １人以上 

 

３．サービス内容と利用の流れ 

（１）利用申込み  

    利用申込者に事業の運営規程等重要事項を説明し、同意を得ます。 

  （２）契約締結  

     契約を締結します。 

（３）アセスメント（利用者宅訪問・面接） 

    本人・家族等へ面接し、心身の状態、環境、生活歴等を聞き取り、解決すべき課題を把

握します。 

（４）介護予防ケアプラン原案の作成  

    解決すべき課題について、本人と家族とともに自立に向けた（家族の希望も含む）目標

設定を行い、それを達成するためのサービスの計画を作成します。  

  （５）サービス担当者会議  

    サービス担当者会議において、各々専門職等から意見を聴取し、介護予防ケアプランを 

修正しつつ、最終的なサービス計画を決定します。 

（６）介護予防ケアプランの交付  

    介護予防ケアプランを利用者又は家族に説明し、同意を得た後、介護予防ケアプランを利

用者又は家族、当該計画に位置づけた介護予防サービス等の担当者に交付します。  

（７）サービスの提供開始  

    サービス事業者に対し、介護予防ケアプランに基づき適切にサービスが提供されるよう 

連絡調整等を行います。     

（８）モニタリング・評価  

    毎月、サービス事業所等で面接、電話によりモニタリングを実施し、記録します。なお、

サービス提供月から起算して３か月に１回は居宅を訪問し面接を行います。但し、関係者

の合意を得ている等の要件を満たした場合は、テレビ電話等を活用して面接を行うことが

できます。その際は、少なくとも６か月に１回は居宅を訪問し面接を行います。 

    サービス提供開始から６か月おきに、利用者、必要に応じ家族、担当者間で評価を行い、

サービスの見直しを行います。 

 

４．複数事業所の紹介理由 

   利用者は、従業者に対して複数のサービス提供事業者等の紹介を求めることや、 

当該事業者を介護予防ケアプランに位置付けた理由についても求めることができます。         

   



５．医療と介護の連携に関する情報提供 

（１）利用者が医療機関に入院した場合は、担当する従業者の氏名、連絡先等を医療機関に 

お伝えください。 

（２）従業者は、介護予防サービス事業者等から連絡を受けた利用者の口腔に関する問題や服 

薬状況、心身や生活の状況について、必要と認める時は利用者の同意を得て、主治医等に

情報を提供します。 

（３）利用者が医療系のサービスを希望している場合には、利用者の同意を得て主治医等の意 

見を求め、この意見を求めた医師等に介護予防ケアプランを交付します。 

 

６．サービスの終了 

（１）利用者のご都合によりサービスを終了する場合、申し出くださればいつでも終了でき 

ます。 

（２）以下の場合は自動的にサービスを終了します。 

○ 要介護認定の結果、非該当あるいは要介護と認定された場合 

○ 基本チェックリストの結果により事業対象者に該当しない場合  

○ 利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護サービスや介護予防認知症対応型入居 

     者生活介護サービスを利用した場合（短期利用を除く） 

○ 利用者が介護予防特定施設に入居した場合 

○ 利用者が亡くなられた場合 

○ 利用者が市外に転出し当市の被保険者でなくなった場合 

 

７．利用料金 

（１）介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの料金及び利用者負担金 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの利用料は、事業者が法令等の規定に基づ

いて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、

利用者の負担はありません。但し、介護保険料の滞納等により、保険給付金が受領できな

い場合は、下記のサービスの利用料金を全額支払っていただきます。事業所から介護予防

支援提供証明書又は介護予防ケアマネジメントサービス提供証明書を発行しますので、後

日この証明書を古賀市の介護保険担当窓口に提出しますと、全額払戻しを受けられます。 

①介護予防支援費（介護予防サービスの利用者） 

項目 利用料（１か月あたり） 

介護予防支援費 ４，５１２円 

初回加算（※１） ３，０６３円 

委託連携加算（※２） ３，０６３円 

高齢者虐待防止措置未実施減算（※３） ―１／１００ 

業務継続計画未実施減算（令和７年４月１日～）（※４） ―１／１００ 

  ※１新規に介護予防サービス計画を作成し指定介護予防支援を提供した場合に加算。 

※２介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する際、利用者に係る必要な情報を指定居宅介護支援事業所に提供し、

計画作成等に協力した場合の加算。利用者 1 人につき 1 回を限度とする。 

※３高齢者虐待防止措置がされていない場合に減算。 

※４業務継続計画が未作成かつ必要な措置が講じられていない場合に減算。 

 

 

 



   ②介護予防ケアマネジメント費（介護予防・生活支援サービスのみの利用者） 

※５、※６それぞれ、新規に介護予防ケアマネジメント A、介護予防ケアマネジメント B のサービス計画を作成し、介護 

予防ケアマネジメント A、介護予防ケアマネジメント B を提供した場合に加算。 

※７、※８それぞれ介護予防ケアマネジメント A、介護予防ケアマネジメント B を指定居宅介護支援事業所に委託する 

際、利用者に係る必要な情報を指定居宅介護支援事業所に提供し、計画作成等に協力した場合の加算。 

※９高齢者虐待防止措置がされていない場合に減算。 

※１０業務継続計画が未作成かつ必要な措置が講じられていない場合に減算。 

  

 （２）その他の費用 

訪問等に要する交通費 無料 

解約料 なし 

サービス提供に関する記録や書類の謄写 実費 

   但し、通常のサービスの提供実施地域を越えて行う介護予防支援又は介護予防ケアマネジ

メントに要した交通費は、その実費をいただくことがあります。その料金は次のとおりで

す。 

   ・当事業所から 片道３ｋｍ未満         １００円 

   ・当事業所から 片道３ｋｍ以上４ｋｍ未満    ２００円 

   ・当事業所から 片道４ｋｍ以上５ｋｍ未満    ３００円 

   ・当事業所から 片道５ｋｍ以上の場合は、1ｋｍ毎に５０円加算 

 

８．業務の委託 

（１）当事業所では、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支 

援事業所に委託する場合があります。委託する指定居宅介護支援事業所については、利 

用者と協議の上決定し、別に通知します。 

（２）事業者の通常の事業の実施地域以外の地域の居住する方から利用申込があった場合に 

は、委託を受けた指定居宅介護支援事業所が利用者申込者又はその家族等に対し、当事 

業所の運営規程その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行うことができるもの 

とします。 

  

９．秘密保持 

（１）サービスの提供にあたって知り得た利用者又はその家族等の秘密や個人情報について 

は、正当な理由がある場合を除き、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、 

契約が終了した後も継続します。 

項目 利用料（１か月あたり） 

介護予防ケアマネジメント A ４，５１２円 

介護予防ケアマネジメント B ３，１５４円 

介護予防ケアマネジメント C ３，１５４円 

介護予防ケア A 初回加算（※５）  ３，０６３円 

介護予防ケア B 初回加算（※６） ３，０６３円 

介護予防ケア A 委託連携加算（※７） ３，０６３円 

介護予防ケア B 委託連携加算（※８） ３，０６３円 

高齢者虐待防止措置未実施減算（※９） ―１／１００ 

業務継続計画未実施減算（令和７年４月１日～）（※１０） ―１／１００ 



（２）利用者から予め文書で同意を得ない限り、利用者及びその家族に関する個人情報は、 

サービス担当者会議等で用いません。 

 

１０．事故発生時の対応 

   当事業所が利用者に対して行ったサービスの提供にあたり事故が発生した場合は、速やか

に古賀市及び利用者の家族に連絡を行い、必要な措置を講じます。また、当事業所が利用者

に対して行ったサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速

やかに行います。 

 

１１．虐待防止 

   虐待防止のため、利用者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス

の提供に努め、必要な措置を講じます。 

 

１２．身体的拘束等の適正化の推進 

（１）利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 

身体的拘束等を行いません。 

（２）サービス提供にあたり、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の 

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

１３．事業継続に向けた取り組み 

   感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施する

ため、業務継続計画を策定するとともに、当該計画にそった研修及び訓練を実施します。 

 

１４．感染症の予防及びまん延防止のための措置 

   感染症の予防及びまん延を防止できるよう、専任担当者を配置し、対策委員会の開催、指

針の整備、定期的な研修及び訓練を行います。 

 

１５．第三者評価 

   提供するサービスに対する第三評価の実施状況   実施なし 

 

１６．苦情の受付 

当事業所の介護予防支援、介護予防ケアマネジメントに関するご相談・苦情及び居宅サー 

ビス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります 

（１）当事業所の窓口 

    古賀市第２地域包括支援センター 

     所在地 古賀市千鳥 3丁目 3番 1号（古賀市社会福祉センター「千鳥苑」内） 

     電話  ０９２－４１０－７３３１ 

 

 

 

 



  （２）その他の窓口 

【市町村の窓口】 

 古賀市基幹型地域包括支援センター 

古賀市役所健康介護課 介護保険係 

古賀市庄 205番地 

電話 ０９２－９４２－１１５６ 

電話 ０９２－９４２－１１４４ 

【公的団体の窓口】 

福岡県国民健康保険団体連合会  

 介護保険課（介護サービス相談窓口） 

福岡市博多区吉塚本町 13番 47号 

電話 ０９２－６４２－７８５９ 

 

 

 

介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供にあたり、利用者に対して本書面に基

づいて、重要な事項を説明しました。なお、記載内容に変更があった場合は、変更部分につ

いて通知します。 

                              令和  年  月  日 

 

                        名 称  古賀市第２地域包括支援センター      

                        所在地  古賀市千鳥 3 丁目 3 番 1 号 

                            （古賀市社会福祉センター「千鳥苑」内） 

                        説明者氏名  

 

 

 

 

 

（サービス利用者） 

私は、この重要事項について説明を受け、本書面に基づく介護予防支援サービス又は 

介護予防ケアマネジメントサービスの利用開始に同意します。 

 

住 所    

                          

氏 名                          

 

 

 

         

 

（利用者代理人） 

住 所                                  

 

氏 名                  （続柄     ） 


